
のちと鍵康
1998隼 2鳴 28限

くもののいのちと健康を守るセンター

名古屋市熱田区沢下町 9番 3号

ニュース 労働会館本館3F職 と,F燃 働52-883馬988

編集発行責任意 佐 本々 昭 二

夜勤規制 ・変升ラ労働規制の運動の共同を大きく一時埴と曜用の拡大と結んて

全力連主催、春闘共闘協賛て支丹li主 ヽ 13掛 1熱海 )|二「輝夜交替静i,裁 鑑

など劣モ,労働歯題字曹交流集会」か 、15単 篭、 111地方組織、 4友 好労報など

【;Lナ、デ〕参る島て開催された。,1林全キ揮S尊議長!ま、 「韓狂聞手t去雇用自4出のたた

かいてあつ、)、捜に眼さしたたたかぃだ」とぁぃきっされた。

深夜交警制労働問題ては、斎藤良夫中央大学教授か r採夜労働たん!するこ均お

よび生活への影響」のテーマて、i宋夜交番制の有書牲や闘題を国際 。国内の学会

や蚕字 .′ど理学での研究をふ まえて講演された。持号1報告てヤま、音"1から1吾本医

すt'連、郵竜労、避憶労キRか ら、夜勤交昔制の実態と関題点、運動と課題がそれぞ

れ貝棒的に報告されたを地方からは、貸労連 (セ ニター )と 京都総評が、地方て

の夜勤問題 ・,現前の調査 ・))ホ ゃ運動のとりくみと今f生の課題が報告された。

討論て4ま、 「夜勤規制にな|すた共同 した運動を大きく」 (全印総連 )な ど,吉発な

:お議力tされたc

変千t考働問題て|よ、収ホ修弁護士か 戸変千,労働なと考働時間をお、くむ労働法制

改怒のね らい」と題 して、労働法tll全面故悪t,)内容とねらいを全体の構図と具体

的展輔を含めて明 らかにされ、最後に、 「広範な国民と共t=新たな国民運動」を

提起された。産判からの特号1報告では、出版労連、民放労運、全E「総連から敷量

労働制をは じめとする変形労働制の導入状況と実態、運動 と課題について話され

た。

集会のまとめて 池 田調査 ・政策局長は、交流会 ・テンボの紙続的開催、情報

の収棄 ・集約と共有化、要求 。政策の専門家をふ ぐめたプロジェク トの検討、建

別で運動をすすめている医労連の夜勤問題での行動 (3日 5～ 7田 )、 部竜キの

新夜勤規制のとりくみなどの参加と支援、97年 労基法改正た向|サた週 40時 間

bll,争ご全週体 2日 制、年間総労働時間 1、 800時 間の実現、通常国会提出の労

働諸法制改悪集に対するとりぐみ、これらと96国 民春闘課題を結合 してすすめ

ることが確認された。

この塩会IT報占 。歩筑 とンて、これか らの茂勤現おい 突彬キ醐現制7)画期をなす

i句杏てあヤ1、運動の今イなの を向が確認てきたすばらしいものてあった。 (佐 々木 ,
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私
は
四
十
年
近
く
、

働
く
人
々
の
労
働

に
よ
る
病
気
や
災
害
に
つ
い
て
の
健
康
相

談
に
の

っ
て
き
た
。

産
業
技
術
や
産
業
の

構
造
の
変
化
、

職
場
の
労
働
の
仕
組
み
の

変
化
が
相
談
の
内
容
に
よ
く
反
映
し
、

日

本
の
社
会
の
縮
図
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

一
九
六
〇
～

七
〇
年
代
の
初
め
は
有
害

環
境
に
よ
る
職
業
病
が
多
か

っ
た
。

七
〇

年
代
に
は
新
し
い
機
械
の
導
入
が
不
適
切

な
た
め
の
手
、

腕
、

肩
、

腰
な
ど
の
健
康

障
害
が
日
立
ち
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー

利
用

の
神
経
系

へ
の
影
響
が
表
れ
始
め
た
。

八

０
代
に
は
、

職
場
や
社
会
全
体
の
機
能
の

Ｍ
Ｅ

（
マ
イ
ク

霞
エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
）

化
が
進

み

、
仕

事
の
密
度
や
緊
張
が
高

く
、

作
業
量
も
増
え
、

神
経
や
精
神
の
疲

労
の
訴
え
が
多
く
な

っ
た
。

こ
う
し
た
職

場
で
の
過
大
な
残
業
時
間
や
連
続
し
た
夜

勤
が
過
労
死
を
据
く
例
も
起
こ

っ
た
。

労
働
省
の
九
二
年
の
全
国
調
査
で
は
、

職
場
で
の
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
労
働
者
が

男
女

・
年
齢
を
問
わ
ず
五
〇
～

六
〇
％
に

達
し
、

そ
の
原
因
に
仕
事
の
最
や
質
を
あ

げ
た
も
の
は
男
と
女
で
二
〇
％
と
二
七
％

で
あ
る
。

高
血
圧
、心

臓
病
、

糟
尿
病
な
ど

の
慢
性
の
病
気
を
持
つ
人
々
は
、

い
ま
の

仕
事
を
続
け
て
い
け
る
か
と

一
層
の
不
安

を
持
つ
。

中
年
期
の
精
神
科
受
診
者
数
が

増
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

□
　
□
　
□
　
□

こ
れ
か
ら
の
九
〇
年
代
後
半
に
、

ま
た

い
う
変
形
労
働
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し

か
し
企
業
は
四
過
間
の
平
均
で
は
メ
リ
ッ

ト
が
な
い
と
し
て
利
用
せ
ず
、

低
賃
金
の

も
と
で
労
働
者
の
残
業
意
欲
を
そ
そ

っ
て

長
時
間
労
働
を
利
用
し
続
け
て
き
た
。

そ
の
結
果
、

労
働
時
間
短
縮
と
有
給
体

暇
拡
大
で
年
間
千
八
高
時
間
労
働
を
達
成

し
た
諸
国
に
比
べ
八
八
年
に
な

っ
て
も
、

男
性
で
年
間
平
均
二
十
七
百
時
間
近
く
、

「
日
本
は
低
賃
金
と
長
時
間
労
働
で
校
コ

し
、

後
に
は

一
年
に
ま
で
拡
大
し
た
。

女
性

。
年
少
者
を
除
い
て
残
業
や
夜
勤

に
法
的
な
制
限
が
な
い
わ
が
国
で
は
、

こ

の
変
形
労
働
時
間
に
交
代
制
を
併
用
し
休

日
数
を
増
や
す
措
置
を
正
夫
す
れ
ば
、

残

業
手
当
を
伴
わ
ず
に
営
業
時
間
を
延
長
で

き
、

体
日
出
勤
と
パ
ー
ト
労
働
を
組
み
入

れ
る
と
常
勤
の
人
員
を
削
れ
る
。

多
く
の

企
業
が
こ
の
メ
リ
ッ
ト
を
リ
ス
ト
ラ
に
利

用
し
始
め
た
。

新
日
鉄
が
大
規
模
な
人
員

企
業
論
理
優
先
で
人
闘
陸
欠
く

一
つ
の
難
儀
が
ふ
り
か
か
る
う
と
し
て
い

る
。

そ
れ
は
八
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
変

形
労
働
時
間
や
こ
れ
と
結
び
付
い
た
夜
動

の
拡
大
が
始
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
四
七
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
労
働
基

立
法
で
は
、

四
週
間
を
平
均
し
て
週
四
十

八
時
間
以
内
な
ら
ば
、

特
定
の
国
に
八
時

間
を
超
え
、

あ
る
い
は
特
定
の
週
に
四
十

八
時
門
を
超
え
て
労
働
を
さ
せ
て
よ
い
と

ス
ト
の
輸

出
を
続
け
る
ア
ン
フ

ェ
ア
な

田
」
と
い
う
国
際
的
な
批
判
を
う
け
続
け

て
き
た
。

政
府
は
よ
う
や
く
八
八
年
施
行

の
改
正
労
基
法
で
段
階
的
な
過
四
十
時
間

違
成
を
か
か
げ
、

閣
議
で
九
二
年
に
は
年

間
千
八
百
時
間
に
す
る
と
約
束
し
た

（
こ

れ
は
い
ま
だ
に
大
逮
成
で
あ
る
）
。

し
か

し
、

企
業
の
強
い
要
求
を
入
れ
、

変
形
芳

働
時
間
の
平
均
期
間
を
ニ
カ
月
に
拡
大

削
減
を
進
め
な
が
ら
、

九
五
年
十
月
に

一

部
の
生
産
工
程
で
八
時
間
二
交
代
を
ヤ
エ

時
間
二
交
代
に
変
更
し
た
こ
と
は
時
代
の

逆
戻
り
だ
と
大
き
な
話
題
に
な

っ
た
。

政
府
も
ま
た
間
じ
よ
う
に
動
い
た
。

厚

生
省
は
厚
生
大
臣
の
承
認
を
得
て
、

九
五

年
九
月
か
ら
務
護
婦
の
八
時
間
二
交
代
勤

務
を
、

二
交
代
に
移
す
箕
証
的
研
究
を
全

田
十
力
所
の
日
立
病
院
に
命
令
し
、

十
二
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降
出
か
ら
十
六
時
間
の
範
囲
の
勤
務
を
試

し
、

九
六
年
度
の
実
施
予
定
で
あ
る
。

郵

政
省
は
九
二
年
二
月
、

ヤ
六
時
か
ら
深
夜

二
時
ま
で
の

（実
働
八
時
間
）
勤
務
の
あ

と
二
時
間
の
非
拘
束
を
は
さ
ん
で
早
朝
四

時
か
ら
十
時
ま
で
を
次
の
日
の
勤
務

（実

働
六
時
間
）
と
し
、

こ
の
日
の
残

っ
た
二

時
間
を
更
に
次
の
目
に
加
え
て
十
時
か
ら

二
十

一
時

（実
働
十
時
間
）
ま
で
と
す
る

新
夜
勤
制
度
を
開
始
し
た
。

い
ず
れ
の
場
合
も

生
活
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

が
自
分
の
自
由
に
な

ら
ず
、

使
用
者
側
の

Ｔ
万
的
な
裁
最
で
動

か
さ
れ
る
、

生
活
リ

ズ
ム
が
乱
さ
れ
健
康

不

安

が

大

き

く

な

る
、

と
い
う
訴
え
が
出
さ
れ
、

新
し
い
な

イ
プ
の
過
労
死
を
心
配
す
る
声
も
あ
る
。

圃
　
□
　
固
　
田

コ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
度
葉
革
命
後
の

一
日

十
六
時
間
以
上
の
長
時
間
労
働
持
問
を
、

撮
ぼ

一
世
紀
を

へ
て
八
時
胡
に
し
、

次
は

生
活
を
豊
か
に
す
る
三
十
五
時
間
労
働
を

目
棟
に
し
、

二
十

一
世
紀
に
は
男
女
が
平

等
に
家
庭
生
活
を
支
え
、

社
会
の
生
活
に

そ
る

っ
て
参
加
で
き
る
二
十
時
間
労
働
を

め
ざ
し
て
い
る
。

世
界
の
労
働
者
保
護
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
機
構
と
し
て
の
国
際
労
働

機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
で
、

家
庭
責
任
を
持
つ
男

女
労
働
者
の
条
約
が
成
立
し
た
こ
と
は
、

こ
の
方
向
の
確
認
で
あ
り
人
類
社
会
の
進

歩
の
証

（あ
か
し
）
で
あ
る
Ｐ

日
本
の
社

会
の
動
き
は
こ
れ
と
は
逆
で
は
な
い
か
。

変
形
労
働
時
間
に
統
い
て
裁
量

（
み
な

し
）
労
働
時
間
、

女
性
と
パ
ー
ト

ヘ
の
夜

勤
導
入
な
ど
が
検
討
さ
れ
、

国
際
競
争
カ

を
高
め
二
十
四
時
間
社
会
に
備
え
る
た
め

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

政
府
や
企
業
が
働

く
人
々
の
人
間
性
を
顧
み
ず
自
ら
の
思
う

ま
ま
に
人
を
働
か
せ
る
、

こ
の
よ
う
な
こ

と
で
、

日
本
は
国
際
社
会
で
生
き
残
れ
る

の
か
。

働
く
人
々
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
。

や
ま
だ
　
し
ん
や
　
１
９
８
０
年
岐
卓

生
ま
れ
。

７９
年
名
大
医
学
部
教
授

（
公
衆

衛
生
学

）
、

９３
年
同
大
名
誉
教
授
。

髄

年
、

金
田
で
初
め
て
大
学
に
労
働
衛
生
相

談
室
を
開
設
。

自
ろ
う
病
予
防
と
研
究
で

欧
米

・
東
欧

・
ソ
連

・
中
国
な
ど
の
現
場

や
研
究
所
と
交
流
。

労
働
省
職
業
痛
リ
ス

ト
改
定
専
門
家
会
議
委
員
、

林
野
庁
労
働

災
督
研
究
会
委
員
。

◆
こ
の
欄
は
土
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
。

夜
勤
者
は

一
０
年
短
命
？
　
フ
ラ
ン
ス
政
府
の

委
託
ｆ
究
替
制
の
研
究
を
持
こ
な

っ
た
学
者
は

夜
勤
従
事
者
が
短
命
で
あ
る

と
の
報
告
を
提
出
】

対
策
を
求
め
ま
し
た
。

「
朝
日
新
聞
』

二

九
七

六
生
土

一
月
二
〇
周
）
に
よ
る
と

「ヴ

ィ
ス
ナ

ー

ル
教
授
が
二
万
人
の
変
替
勤
務
労
働
者
を
対

象

に
調
査
し
た
結
果
、

夜
勤
は
寿
命
を

一
〇
年

以
上
縮
め
る
と
の
結
論
が
出
た
。

夜
動
労
働
者

に
最
初

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
症
状
は
イ
ラ
イ
ラ
、

意
気
油
洗
、

不
眠
と
腎
病
、

こ
れ
が
次
第

に
健

康
を
む
し
ば
む
。

そ
こ
で
同
教
授
は
フ
ラ
ン
ス

当
局

に
た

い
し
て
、

夜
勤
交
誉
労
働
者
は

一
〇

年
以
上
は
さ
せ
な

い
こ
と

に
す
る
と
か
、

そ
の

あ
と
の
就
職
あ

っ
せ
ん
や
再
教
育
の
機
会
を
供

障
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
」
と

い
う
こ
と
ｆ
す
。

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
こ
の
問
題
ｆ
七
六
年

一
エ

月
九
日

に
関
係
閣
伊
会
議
を
ひ
ら
き
、

「技
術

上
不
可
能
な
ば
あ

い
を
の
ぞ

い
て
、

土
曜
日
の

夜
勤
、

日
曜
日
の
朝
勤
を

ふ
く
む
よ
う
な
勤
務

形
態
を
新
た
に
編
成
す
る
こ
と
を
七
七
年

一
月

一
日
以
降
禁
止
す

る
」

こ
と
を
布
告
、

す
ｆ

ば

こ
の
よ
う
な
突
誉
制
を
お
こ
な

っ
て
い
る
職
場

で
も
同
様

に
す
る
か
、

年
間
二
〇
回
の
規
曜
体

爵
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
、

七
七
年

一
〇

月
か
ら
こ
の
問
題
ｆ
労
後
交
渉
を
開
始
す
る
ｉ

と
を
勧
告
し
ま
Ｌ
た
。

愛知働 くものの

健康 セ ンター理事長

曲圏 億 也

<夜 勤規制資料>r労 働問題実践シリーズ第 2巻 人間らしく働く (大月書店)」
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『健 康 な く し て 労 働 な じ 』

==労 働安全衛生活動は労働組合の重要課題==

愛労 連 と 「あいち職場の健康問題

研究会」の共同の提唱で、1991年 7月

7日 「愛知働 くもののいのちと健康 を

守る健康セ ンター」 (略称 ・愛知働 く

ものの健康セ ンター)が 発足 じ5年 を

経過 しました。

発足 当時、こんな投稿が中国新聞に

掲載されました。

投稿者 は 「岐阜県吉城郡 ・観萄原

房男 73才 」 としてあ り、多分匿名の｀

投稿 と思います。

『このほ ど、愛知 県下の35団体 が

過労死の防止 を提唱 して 「働 くものの

いのちと健康 を守るセンターゴを結成

した。

とか く過労死 というと、死後の労災

補償が話題 となりがちであるが、この

提唱は事前防止 という前向きの運動で

あるだけに、その成果が期待 される。

一―中略一一過労死 を防 ぐには当人の

仕事 の選択 (仕事の や り方 )に あ る

ことを忘れてはならない。

また一方、企業は過労死をもたらす

ような仕事の与え方をしないことと、

普段の健康管理に万全を期すべき■と

こそ、まさしく社会的義務である。

ともかく、死後において労災補償が

されたことで事終われ りとするのでは

この問題の抜本対策 とはならない。一

一一―後略一―』 と 記述されていま

中 原 東 四 郎

(愛知働 くものの健康センター副理事長)

/「 愛知働 くものの健康センター」は

名称が示すとお り、労働者のいのちと

健康を守るために、いろいろな運動を

取 り組んできました。

労 働者の健康保持増進 を使用者 に

義務づけている 「労働安全衛生法」が

あ ります。

これには、 「定期健康診断」 「健康

管理J「 産業医の巡視」 「安全配慮義

務」 「高齢者の就業配慮」など細部に

わたって 「安全衛生規則」が使用者に

義務づけし逮反 したときは罰則 (禁圃

・罰金 )が 課せ られます。

しか し、現実はなかなか順守させる

ことは困難です。

「労働安全衛生委員会」があつても、

十分機能 していないというのが現実で

す。

これを打開 していくのは労働者 自身

と労働組合の姿勢にかかっています。

労働者は身体が資本です。かけがえ

のないたつた一つの 「いのち」を健康

に維持 して働 くことこそ一番大切 な

ことです。

企業の横暴 (合理化 ・長時間労働 。

変貝J労働 ,劣 悪な職場環境など)と の

たたかいの中 に r労働安全衛生」の

課題をきちん と据えて、労働者自身の

もの に じてい く努力が今求め られて

いると思います。
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使用者責任を免罪する過労死裁判

労安法に逆行する判決

年が明けて1/23と1/26に、それぞれ

過労死裁判の半J決が出されました。
一つは、山内労災裁判の最高裁判決

です。

亡 くなったのは、名古屋昭和郵便局

の郵便課副課長だった山内治一さんで

1977年1二月16日、夜間勤務中の休憩時

間に夕食をとりに外出 して倒れ、翌 日

脳出血で死亡 しました。

山内 さん は、寮長 か ら夜勤 のある

郵便課副課長にな り、慣れない業務の

長時間勤務でス トレスと過労で死亡 じ

たもので した。

一審 で は、業務上公務災害 と認め

られ ましたが、国側が控訴 じ二審では

「死 因 は、本人 が必要 な健康管理 を

怠 って持病が悪化 したことによるもの

である」 として、逆転で遺族側の請求

を却下 しました。

今回最高裁は、遺族側の上告を棄却

し、二審判決を支持 しました。

まさに労安法の 「労働者の健康保持

増進 の使 用者責任」 を免責 す る もの

で と″た。

も う一 つ は、新井過労死裁判 での

名古屋地裁判決です。

亡 くなったのは、日本油脂武豊工場

の化学研究所 リーダー (課長職 )新 井

健 さんで 1982年11月、勤務中に倒れ

翌 日死亡 しました。

新井 さん は、新 製品の研究 ・開発

競争の最前線で働いていて、ス トレス

から高血圧 とな り死亡当時は、次年度

の研究テーマの設定などひかえ、 /

r特 別に緊張 じていた時期で した。

判決は、 「研究業務が羅患 していた

高血圧症を急激に悪化させるほど過重

だったとは認められない。健康診断で

重い高血圧症が認識できたのだから、

治療、健康管理 は本人が配慮 すべ き

だった」 として訴えを棄却 しました。

この二つの判決で共通 しているのは

「健康管理」は、 「健康診断で高血圧

症を認識 していたならば、本人が仕事

を配慮 すべ きだった」 とい う 「自己

責任論」にたつものです。

これでは、 「労安法」の存在意義が

どこにあるのでしょうか。

身体が限界に来ていることを知 りな

がらも責任を果たさなければ、といぅ

責任感から無理をして倒れることにな

る。

また、 自覚症状がわか っていて も

立場上休 む こともで きず無理 を して

症状を悪化 させて しまう。

このようなことをなくすのが、 「健

康管理Jの 使用者責任でなければ な り

ません。

この二つの 「判決Jは 、働 くものの

いのちと健康を守る立場から言えば、

「不当な判決」と言わなければな りま

せん。

昨年 11層 末までセンターの常駐

とニュースの親集衰任をされた中原

副理事長が愛知労働問題研究所の所

報掲載原稿を書かれ、ご本人の申し

Ⅲ_|、空空2ェ控聾度盟
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過 労 苑 を な く し 、 い の ち と 健 康 を 守 る

名 古 屋 過 労 死 を 考 え る 家 族 の 会 の 訴 え

2, 16集 会での訴え 渡 辺 光 子 (名古屋過労死を考える家族の会)

1998年 3月 5日 に 「名古屋過労死を考える家族の会退が結成されてまもな

く、まる7年 を迎えようとしています。

ある日突然、勤務中の父や、夫や、息子が、避労によって死亡したり倒れても、

それまで在職していた会社だ!すでなく、労働基準監督署さえも、業務上の疾病災

害をは認めようとせず、家族は思いあまって弁護士や法律事務所:こ相談した1二と

が引き金となり、過労死弁護田の援助で 「家族の会」を発足させ、また、私たち

の救済に乗り出して下さったのでした。そして、今題まで、弁護士の先生打と2

人3 BAlで労災認走申講にはじまり、最高裁への上告まで長くて苦しい年用を必死

に走ってまいりましたっ

現在、審査会 5件 、中央審査会3件 、地方裁判所 10件 、高裁 1件 、最高歳 1

件の合計 20件 をかかえております。つい最近ですが、昭和郵便局在職死亡の山

内さんが、最高裁で敗訴いたしました。言葉もありません。

毎年 11月 の勤労感謝の日を前に、労働省交渉をしてきました。全国過労FLの

遺族は、労働基準法 ・労災保険法の改正と、労災認否定の決定にいたるまでの労

働行政プロセスが不可解であることを強 く訴えて、不公正な差別を無くしてもら

うよう要請をいたしてまいりました。

そして、95年 2月 1日の改正案にわずかな緩和を感じたものの依然として監

督署の対応tま変わったと,ま思われません。昨年4用 、 「家族の会」は愛知労働基

準局に、ごく簡単な要請書を提出いたしましたが、文書による回答は拒否されま
した。

死亡した夫に多額の保険金がかけられていたことゃ、死亡前の蓄積疲労がいか
にひどかったかものかを監督署に訴えても、企業や会社の責任はまったく関うこ

とをいたしません。

裁判になって遺族の訴訟相手となった企業の弁護士を基準局の機員が法廷内で

情報交換をしたり、握手をしたりすることが平然とおこなわれているのをみると
態りで血の逆流するようなこともありました。ここまで無神経で常識をもたない
人たちが労働省の機員なのですか。

倒れるその時まで会社を信じて、死ぬほど一生懸命働いた私たちの食や、夫や、
癌.子の人権と誇りを残された遺族は取り戻したくて必死にたたかってぃるのです。
あとどれほどの歳月を走りつづけるのか、まったく分かりませんが、ここで立ち
止まることは出来ません。

署名や裁判の傍聴などの皆様方のご厚情に支えられて今日も走ります。数々の
ご支援心から感謝してお礼を申し上げます。ありがとうございます。



!曲内過労死最高裁の不当判決に慾りを込めて抗議する |マ
桂 ハ ■「存 ム々 学 ラ ー ー 森 _串 車 :革 i― ―キ ,‐ ふ下 多 =‐ ■～ヽ ■ネ 打 式 'お ュ `↓ ゃ ヽ数 ヽ寺 ま ‐ ～ 、 を ヤ 車

原田弘 一

な健星魯墨呂志暑零馨震宗盤緒替婚と営
屋高裁の二審判決を支持して上告を案却
のなたものてもなく、心から懇りを覚える。

姦】畳母書景を督岳宮昏密景
あ品屋ふ籍真農塁!子景姑め替啓字十含誓羅繋?騨

景署母景8暑景畳暑患:3登畳魯密言書岩森堰響腎嬢異湛艦じ嬰資蚕盟こ経宙喜山内さんは、連日の長時間労働を余儀な

:景を嵐景を魯魯3暑〕
?≧品星義撃醤寛F覇纂習名畳「亀轟漏躍客こ塞姶盆卒、

最景』骸督言畳富を言暑母::畳骨島骨ど
:登苫景旨督言者景督岩3告密器骨督

擦:習言盆管匡笑暮喜真を鴛逸どモ点督昏
丁逮賀省?最高き元暴文是品呂番見蟹

ことが問題である。
こうした事実た ・明目をつぶつて、ヨほ政省の安全箇こ慮義務違受を許 した最高裁

の決定は断して許されない。ないを込めて抗議する。     (1月 24日 )
ヤな お ' ~― '… … … ″ お4毎～ 々 ャ 費

迎醒盟麟戦1域蝿
出内 良 浩 r原|キ)

去る 1月 23日 最高裁の判決が下り、不 ヽ意な格民となってしまいました。こ
の裁判を通 じて私が感 じたことは、他人どうしがぃか!こ相手の事を考え、いたわ
る気持ちが大切であるかを感じました。すべてす)法1韓はこの基本理念を文章にし
て社会のルールにしようとしているのですが、この裁判たかぎっていえば限界が
あ|,たようですっ

この事件の真笑;よ、この世に神がいるな らば屯/fこ理解いただけるものである
ことと心it秘め、今f資を生きてまいつた↓,と思います。

最後に、この哉判にご支援 ・=協 力を下さいました替様に深 く感謝の意を表し
ますと共に、過労死事件のすへてが貞実 。真理の基に解f来されることを切|こ希望
いたしましてお礼にかえさせていただきます。

<名 古屋過労死を考える家族に会>(署 名 ‐傍聴での支援を )
今後の公判日程
3月 1日 〈金 )1 １
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く名港労協とセンターとの懇談会>

1月 19日 理事 5人 と名港労協参加の労組織員 15名 とで港での労働安全徳生、
いのちと健康を守るとつくみでの懇談をおこないました。各参加労組での現状と
運動の到達、課題についての報告 ,論議と今f裟のセンターをの協力 4共同,こつい
て協議しました。
<F夜 勤規制」のとつくみ>

1月 20閣 に医鍔連東海北陸ブロックで佐々木事務局長が 「長時間 ・変則2交

代を考えるJで 夜勤と健康、夜勤規制の議演をし、また、同じテーマで全医労東
輝北陸ブロックで講演 ・論議 (3月 6日 )を します。また、医労連の3用 5～ 7
国の統一行動での夜勤シンポ (7霞 〉にも脇力することになつまじた。2月 14
～ 15日 の全労逮 ,夜勤 ,裁量労働シンポでは 「愛知のとりくみを夜醜規制の課
題Jを 佐々木事務局長が参加報告 じました。
く過砦死をなくすとりくみ>

曲内通常死最高裁不当判決、渡辺光子中央審査会業務外決定がありました。過
労死家族の会ム、の支援 ・協力では、家族の会総会参加、裁判傍聴 ・署名協力が愛
労連 ・地域労違、争議団などへ広がっています。支援をさらに大きく。
<愛 高教 「すぐに役立っ労安活動の手引き ・2」 子J行>

着実な労安活動を進めている愛高数が 「手引きの 。2」 を刊行しました。内容
'ま、職場の労安活動のとりくみの実例、公務災害と保障制度と学習資料です。聞
合わせは、052(261)8155愛 高教まで。
<地 方組織との交流>

佐々木事務局長が北海道労連の労働講座に参加した折り、北海道職対連の富圏
事務局長と福地先生と懇談 ・交流してきました。また、全労連シンポでは多くの
地方組織 ・産別のみなさんと交流してきました。
<セ ンターの常駐体制と事務局体制>
伊藤事務局次長の入院 ・治療でセンターの常駐と事務局体制に不備な点も多く

なると思いますが、ご理解のほどお願いします。センター不在でお急ぎの場合tま
佐々木事務局長の携帯電話へご連絡下さい (030-583-7705)。 「健
康センターの手引き」の完成は、3月 以降になります。ニュースは、何とか月刊
で刊行する予定です。原稿 ・郵送実務ご協力いただければ幸いです。
<今 後の主な機関会議の日寵>

第 4 Fns理事会  4月 11日 (木)年 後 6時 30分 ～ セ ンターにて
第 2回 団体代表者会議

5層 16日 (木 )午後 6時 30分 ～ 労 働会館本館会議室
第 も国理事会  6局 13日 (木)午 後 6時 30分 ～ セ ンターにて
第 6田 総袋   7月 27日 (土)午 後 1時 30分 ～ 労 働会館本館会議室

<日 程>
3月  6日 (本) 全 医労東海北陸地協婦人活動者会議 (夜勤と健康、変貝12

7日

5日

4日

3日

交代、三谷温泉 )
木 ) 日 本医労運 「24時 間理社会を考える」シンポ (東京)
金 )住 軽金出向裁判鈴未さん,を支援する会 (全港湾会議室 )
日)現 代労働負担研究会兵庫 。明石集会 (「過密労働規制ど)
土 )京 都 「24時 間社会 ・深夜労曲を考える卦シンポ (京都総

評 Ⅲ京都職対連 )(市 長選のためこの母に延期 )

１

２

１月４


